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(57)【要約】
　本発明は、特に３００ＶＤＣ～１５００ＶＤＣの直流
電圧範囲、および／または、４Ａ～２５０Ａの定格電流
範囲の直流電流源（ＵＱＣ）と、負荷（３）との間の直
流を遮断するための遮断装置（１）に関する。遮断装置
（１）は、磁気作動器（１２）を備える少なくとも１つ
の遮断器（５）を含む遮断器構成体（５，６，８）と、
前記少なくとも１つの遮断器（５）に並列に接続された
半導体電子部品（１０）とを備えている。半導体電子部
品（１０）は、遮断器構成体（５，６，８）が導電状態
にある場合には、電流が遮断され、遮断器構成体（５，
６，８）が始動する際には、少なくとも短時間、通電状
態になる。ここで、遮断器構成体（５，６，８）が始動
する際には、電流（Ｉ）、特に、アークにより生成され
たアーク電流が、少なくとも１つの遮断器（５）から半
導体電子部品（１０）に転流される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　直流電流源（ＵＤＣ）と負荷（３）との間の直流を遮断するための遮断装置（１）であ
って、
　磁気作動器（１２）を備える少なくとも１つの遮断器（５）を含む遮断器構成体（５，
６，８）と、
　前記少なくとも１つの遮断器（５）に並列に接続された半導体電子部品（１０）であっ
て、遮断器構成体（５，６，８）が導電状態にある場合には、電流が遮断され、遮断器構
成体（５，６，８）が始動する際には、少なくとも短時間、通電状態になる半導体電子部
品（１０）と、を備え、
　遮断器構成体（５，６，８）が始動する際には、電流（Ｉ）、特に、アークにより生成
されたアーク電流が、前記少なくとも１つの遮断器（５）から前記半導体電子部品（１０
）に転流される、遮断装置（１）。
【請求項２】
　前記遮断器構成体は、少なくとも２つの遮断器（５，６，８）を備え、前記少なくとも
２つの遮断器（５，６，８）、または、その、ラッチ（７）により結合された開閉接点（
Ｃｎ）は、直列に接続されていることを特徴とする、請求項１に記載の遮断装置（１）。
【請求項３】
　始動時に前記負荷（３）を前記直流電流源（ＵＤＣ）から電気的に分離するために、前
記遮断器構成体（５，６，８）の少なくとも１つの遮断器（６，８）が、半導体電子部品
（１０）に直列に接続されていることを特徴とする、請求項２に記載の遮断装置（１）。
【請求項４】
　前記半導体電子部品（１０）は、少なくとも１つの制御可能な半導体スイッチ（１０ａ
，１０ｂ）を備えていることを特徴とする、請求項１～３のいずれか１項に記載の遮断装
置（１）。
【請求項５】
　前記半導体電子部品（１０）の制御入力部（１１）が、前記遮断器構成体（５，６，８
）の少なくとも１つの遮断器（５）に接続されており、遮断器（５）または開閉接点（Ｃ
ｎ）が開いている際には、アークによって前記遮断器（５）またはその開閉接点（Ｃｎ）
を介して生成されたアーク電圧が、半導体電子部品（１０）を通電状態に切り替えること
を特徴とする、請求項１～４のいずれか１項に記載の遮断装置（１）。
【請求項６】
　前記遮断器構成体（５，６，８）の前記遮断器または各遮断器を介して流れる電流（Ｉ
）を検知するための電流センサ（１５）と相互作用する、アーク検出および／またはアー
ク判定用のモジュール（１４）が設けられていることを特徴とする、請求項１～５のいず
れか１項に記載の遮断装置（１）。
【請求項７】
　前記遮断器構成体（５，６，８）の前記遮断器または各遮断器には、特にアーク発生時
に過電流（Ｉ）が検出された場合に各遮断器（５，６，８）を始動させるための駆動装置
（１３）が、結合されていることを特徴とする、請求項１～６のいずれか１項に記載の遮
断装置（１）。
【請求項８】
　２端子型または４端子型の遮断装置（１）であって、
　少なくとも１つの入力端子（Ｅ１，Ｅ２）と、
　少なくとも１つの出力端子（Α１，Ａ２）と、
　第１の入力端子（Ｅ１）と第１の出力端子（Α１）との間の主電流路（４）と、
　主電流路（４）に接続された、少なくとも１つの開閉接点（Ｃ１，Ｃ２）を備える遮断
器構成体（５，６）と、
　を含む、請求項１～７のいずれか１項に記載の、遮断装置（１）。
【請求項９】
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　第２の入力端子（Ｅ２）と第２の出力端子（Ａ２）との間の、さらなる遮断器（８）ま
たは開閉接点（Ｃ３）が接続された逆電流路（９）を含むことを特徴とする、請求項８に
記載の遮断装置（１）。
【請求項１０】
　前記遮断器構成体（５，６，８）の開閉接点（Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３）は、共通のラッチ（
７）により結合されていることを特徴とする、請求項８または９に記載の遮断装置（１）
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、直流電流源と、電気装置または負荷との間の直流を遮断するための遮断装置
に関する。ここで、直流（ＤＣ）とは、３００ＶＤＣ～１５００ＶＤＣの直流電圧範囲に
おける、４ＡＤＣ～２５０ＡＤＣの定格電流範囲のことと理解される。
【背景技術】
【０００２】
　このような、例えば太陽光発電設備等の直流電圧源は、システムに応じて、動作電流、
および、１８０Ｖ（ＤＣ）～１５００Ｖ（ＤＣ）の範囲の動作電圧を長期的に供給するが
、その一方で、例えば、設置、取り付け、または、点検や、一般的な人員保護のために、
直流電流源から、電気部品、電気装置、および／または、負荷を確実に分離することが望
まれている。従って、対応する遮断装置は、負荷を受けた状態で、すなわち、事前に直流
電流源を切ることなく、遮断を行うことが可能でなければならない。
【０００３】
　負荷を分離するためには、機械スイッチ（開閉接点）を使用することが可能であり、接
点を開くと、電気装置（インバータ）は直流電流源（太陽光発電設備）から電気的に分離
されるという利点がある。しかし、欠点としては、このような機械的開閉接点は、接点を
開く際に生成されるアークにより、損耗が極めて早く、またその上、アークを消弧して冷
却することを、通常、対応する消弧室を備える機械スイッチにより行うため、追加的な費
用が必要になる。
【０００４】
　これに対して、負荷を分離するために高感度の半導体スイッチを使用するならば、通常
動作においても、半導体効率の損失は避けられない。また、このようなパワー半導体では
電気的な分離は行われないので、信頼性のある人員保護が確保できない。
【０００５】
　国際公開第２０１０／１０８５６５号より、機械スイッチを備える遮断装置が知られて
いる。この機械スイッチは、遮断装置が始動していない状態において、導電状態にある。
この機械スイッチには、半導体電子部品が並列に接続されている。半導体電子部品は、遮
断装置により電流を遮断するために機械スイッチが開かれると、機械スイッチの領域に生
成されたアークにより、半導体電子部品が通電状態に切り替わるように、機械スイッチに
接続されている。
【０００６】
　このために、半導体電子部品は、蓄電部を備えている。この蓄電部は、アークが生じる
とこのアークの持続時間内に充電され、半導体電子部品は、これによって動作する。アー
クが生じた場合に半導体回路が通電可能になることにより、蓄電部には、比較的低抵抗の
電流路が並列に接続されている。このため、アークは比較的早期に消弧され、従って、遮
断装置または遮断ユニットの負荷は比較的少ない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】国際公開第２０１０／１０８５６５号
【発明の概要】
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【０００８】
　本発明の課題は、直流電流源と電気装置または負荷との間の直流を遮断するために、特
に適した遮断装置を提供することにある。
【０００９】
　この課題は、本発明によれば、請求項１の特徴によって解決される。このために、以下
ではハイブリッド遮断器とも記載される遮断装置は、磁気作動器を備える少なくとも１つ
の導電性遮断器を含む遮断器構成体と、前記遮断器構成体の少なくとも１つの遮断器に並
列に接続された半導体電子部品とを備えている。半導体電子部品は、基本的に、少なくと
も１つの半導体スイッチ、好ましくはＩＧＢＴを備えている。磁気作動器を備える遮断器
とは、純磁気式に、熱磁気式に、または、油圧機械式に始動する遮断器であって、従って
、一般的には磁気式、熱磁気式、または、油圧機械式の遮断器であると理解される。
【００１０】
　また、半導体電子部品は、遮断器が導電状態にある場合には、電流が遮断され、遮断器
が始動する際には、過電流および／またはスイッチング信号により少なくとも短時間、通
電状態になるように設計および構成されている。ここで、遮断器が始動する際には、電流
、すなわち、アークにより生成されたアーク電流が、遮断器から半導体電子部品に転流さ
れる。
【００１１】
　本発明に係る遮断スイッチの半導体電子部品は、追加的な電源を全く有していないこと
が好ましく、そのため、機械スイッチが閉じられると、半導体電子部品は、電流が遮断さ
れ、すなわち、高抵抗、かつ、ほぼ無電流および無電圧になる。遮断器構成体の当該また
は各遮断器の機械開閉接点が閉じられた際の半導体電子部品には、電流が流れず、特に当
該または各半導体スイッチを介して電圧降下も生じないので、遮断器構成体の開閉接点が
閉じられている時には、半導体回路には効率損失が生じない。むしろ、半導体電子部品は
、その動作に必要な電力を、遮断装置自体から得ることができる。ここで、遮断器構成体
の当該または各遮断器の開閉接点の開放時に生じるアークの電力が利用される。ここで、
好適には、半導体電子部品、または、半導体スイッチの制御入力部は、当該または各遮断
器に接続され、遮断器構成体の開閉接点が開いている際には、アーク電圧が、これに並列
な半導体電子部品を、通電状態に、すなわち、低抵抗つまり導電状態に切り替えるように
なっている。
【００１２】
　半導体電子部品にわずかにでも電流が流れるとすぐに、アーク電流が、遮断器またはそ
の開閉接点から、半導体電子部品に向かって転流し始める。好ましい形態では、遮断装置
の遮断器構成体は、直列に接続された少なくとも２つの遮断器（または、直列に接続され
たそれらの開閉接点）を含み、遮断器構成体の少なくとも１つの遮断器が、半導体電子部
品に直列に接続されているので、遮断器構成体が始動する際には、負荷は直流電流源から
電気的に分離される。従って、このハイブリッド遮断器を開くことによって、完全な電気
的な直流遮断が実現される。
【００１３】
　遮断装置の特に好ましい変形例によれば、遮断装置は、アーク検出および／またはアー
ク判定のためのモジュール（アーク故障モジュール）を備えている。このモジュールは、
当該または各遮断器を介して流れる電流を検知するための電流センサと相互作用し、従っ
て、電流センサに電気的に接続されている。モジュールは、検知された電流を、その時間
的経過、および／または、そのスロープ（ｄｌ／ｄｔ）に基づき評価する。検知された電
流の特定の特徴が判定されると（例えば、アークであると判定されると）、モジュールは
、当該または各遮断器を作動するためのトリガー信号を、当該または各遮断器に送信する
。これに関して、モジュールは、電動式または磁気式の駆動装置に接続されていることが
好ましく、駆動装置側は、当該または各遮断器に、または、その、遮断器接点を分離する
ためのラッチに結合されている。
【００１４】
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　遮断装置は、２端子型または４端子型に構成されていてよい。４端子型の遮断装置では
、遮断器構成体の少なくとも１つの遮断器、好ましくは、遮断器分離接点を備える少なく
とも２つの遮断器から成る直列接続が、遮断装置の主電流路（正電流路）に接続されてい
る。追加的または選択的に、遮断器構成体の少なくとも１つの遮断器または遮断器分離接
点が、遮断装置の逆電流路（負電流路）に接続されている。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
　次に、本発明の実施形態を、図面を参照しながらより詳細に説明する。
【図１】遮断装置の４端子型の変形例を示すブロック図であって、遮断装置は、３つの磁
気式／磁気油圧式遮断器からなる直列接続と、これらの遮断器のいずれか、または、その
開閉接点に並列接続された半導体電子部品とを含む遮断器構成体を備えている。
【図２】遮断装置の２端子型の変形例を示す、図１に係るブロック図である。
【図３】２端子型の遮断装置を示すブロック図であって、遮断装置は、アーク故障モジュ
ールと、遮断器構成体を始動させるための駆動装置とを備えている。
【図４】遮断装置の公知の半導体電子部品を示す回路図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　互いに対応する部材については、いずれの図面においても、同一の参照番号が付されて
いる。
【００１７】
　図１は、遮断装置１を、概略的に示す図であり、遮断装置１は、本実施形態では、直流
電圧ＵＤＣおよび直流電流ｌＮを生成するための直流電圧源２と、負荷３との間に接続さ
れている。遮断装置１は、正極を示す主電流路または正極路４において、２つの磁気式、
特に油圧磁気式の遮断器５，６から成る直列接続の形の遮断器構成体を含む。遮断器５，
６の、ラッチ７に結合された開閉接点は、Ｃ１およびＣ２で示されている。さらなる遮断
器８または開閉接点Ｃ３が、遮断装置１の逆電流路または負極路（帰路）９において接続
され、同様にラッチ７に結合されている。
【００１８】
　遮断器５，６，８のうちの１つ、ここでは遮断器５、または、その開閉接点Ｃ１に並列
に、半導体電子部品１０が接続されている。遮断器５，６，８および半導体電子部品１０
は、自立型のハイブリッド遮断器を構成しており、これが、３００ＶＤＣ～１５００ＶＤ

Ｃの直流電圧ＵＤＣにおける４ＡＤＣ～２５０ＡＤＣのＤＣ定格電流（直流電流）ＩＮ用
の遮断装置１として機能する。基本的に、半導体電子部品１０は、遮断器構成体５，６，
８の遮断器５に並列接続された、少なくとも１つの半導体スイッチ１０ａ，１０ｂを備え
ている。好ましくは半導体スイッチ１０ｂとして用いられるＩＧＢＴのゲートが、半導体
回路１０の制御入力部または制御端子１１を構成している。この制御入力部または制御端
子１１は、駆動回路を介して、主電流路４につながっていてよい。
【００１９】
　図１では、供給側の入力部または入力端子Ｅ１およびＥ２、並びに、負荷側の出力部ま
たは出力端子Ａ１およびＡ２を有する、４端子型の遮断装置１または４端子型のハイブリ
ッド遮断器を示したが、図２では、２端子型の遮断装置１または２端子型のハイブリッド
遮断器を示す。遮断器５，６，８またはその開閉接点Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３は、それぞれ、ラ
ッチ７と磁気式または磁気油圧式の作動器１２とを有していてよい。しかし、図示される
ように、共通のラッチ７および共通の作動器（作動装置）１２が、遮断器５，６，８に割
り当てられることが好適である。主遮断器（ここでは遮断器５）のラッチ７に、他の遮断
器の開閉接点Ｃｎが、好ましくは機械的に結合されており、遮断器５，６，８の始動や、
遮断器構成体の全ての遮断器５，６，８の開閉接点Ｃｎを接点分離することが、少なくと
もほぼ同時に行われる。
【００２０】
　図３に示される遮断装置１またはハイブリッド遮断器の実施例も、２端子型の遮断装置
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であり、本実施例も、４端子型の遮断装置１として同様に実施可能である。
【００２１】
　本実施例では、遮断器５，６，８またはその開閉接点Ｃｎには、原動機または磁石シス
テムとして実施された駆動装置１３が割り当てられている。この駆動装置１３には、以下
ではアーク故障モジュールと称する、アーク検出または過電流判定のためのモジュール１
４から、遮断器を始動させるための制御信号ＳＡが供給される。モジュール１４は、好ま
しくは主電流路４を流れる電流Ｉを検知する電流センサ１５に接続されている。検知され
た電流Ｉは、モジュール１４によって評価される。
【００２２】
　所定の基準を満たす場合、例えば、定格電流の１０５％～１５０％である電流制限（１
．０５×ＩＮ～１．５×ＩＮ）を超えた場合、および／または、所定の電流スロープ（ｄ
ｌ／ｄｔ）の場合に、モジュール１４によって、制御信号またはトリガー信号ＳＡが生成
される。その後、遮断器構成体の遮断器５，６，８は、ほぼ同時に始動する。それらの開
閉接点Ｃｎを開く過程において生じるアークが作用して相応するアーク電圧および相応す
るアーク電流を生成し、電流が遮断されていた半導体電子部品１０を、通電状態に切り替
える。その結果、主電流路４を流れる電流は、半導体電子部品１０に向かって転流し、半
導体電子部品１０は、アークが消弧するまでこの電流を受け取る。
【００２３】
　半導体電子部品１０は、非常に短い期間内で、約１０００Ａの値までのスイッチング電
流を受け取る。この場合、転流は、回路インダクタンスに応じて相応する５０μｓ～３０
０μｓの時間範囲内で行われる。より高いスイッチング電流の場合は、遮断器構成体５，
６，８だけにより、オフ動作および電流制限が行われる。
【００２４】
　図４は、一例として好適に用いられる半導体電子部品１０の回路図である。この半導体
電子部品１０は、遮断装置１である自立型ハイブリッド遮断器の遮断器構成体５，６，８
の遮断器５に並列に接続されている。第１の半導体スイッチ（ＩＧＢＴ）１０ａが、カス
コード構成において、ＭＯＳＦＥＴ型の第２の半導体スイッチ１０ｂに直列に接続されて
いることが認識できる。従って、これらの半導体スイッチ１０ａ，１０ｂによるカスコー
ド構成は、図１と同様に、遮断器構成体５，６，８の遮断器５に並列、つまり主電流路４
に並列の転流路１６を形成している。第１の半導体スイッチ１０ａは、直流電流源２と遮
断器構成体との間につながっており、開閉接点Ｃ１に並列に主電流路４につながっている
。ここで、電位Ｕ＋は、対向するスイッチ側、すなわち、第２の半導体スイッチ（ＭＯＳ
ＦＥＴ）１０ｂが主電流回路４につながっている側、の電位Ｕ－よりも常に大きい。遮断
器構成体５，６，８の開閉接点Ｃｎが閉じられている場合、正電位Ｕ＋は０Ｖである。
【００２５】
　第１の半導体スイッチ（ＩＧＢＴ）１０ａは、フリーホイーリングダイオードＤ２に接
続されている。第１のツェナーダイオードＤ３が、アノード側において電位Ｕ－に対して
接続され、カソード側において第１の半導体スイッチ（ＩＧＢＴ）１０ａのゲート（制御
入力部１１）に接続されている。さらなるツェナーダイオードＤ４も、カソード側におい
て制御入力部１１に接続され、アノード側において第１の半導体スイッチ（ＩＧＢＴ）１
０ａのエミッタに接続されている。ダイオードＤ１が、アノード側において、カスコード
構成の第１の半導体スイッチ１０ａと第２の半導体スイッチ１０ｂとの間の中央またはカ
スコードタップ１７につながっており、ダイオードＤ１は、カソード側において、蓄電部
として機能するキャパシタＣを介して、電位Ｕ＿に対して接続されている。オーム抵抗Ｒ
１およびＲ２に接続されたトランジスタＴ１が、ダイオードＤ１と蓄電部またはキャパシ
タＣとの間のアノード側の電圧タップ１８を介して接続され、さらなる抵抗Ｒ３およびＲ
４を介して、第２の半導体スイッチ１０ｂのゲートに接続されている。第２の半導体スイ
ッチ１０ｂのゲートは、半導体電子部品１０の制御入力部１２につながっている。並列抵
抗Ｒ５を備えるさらなるツェナーダイオードＤ５が、カソード側において第２の半導体ス
イッチ１０ｂのゲートに接続され、アノード側において第２の半導体スイッチ１０ｂのエ
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ミッタに接続されている。
【００２６】
　トランジスタＴ１は、ベース側では、トランジスタＴ２を介して駆動され、トランジス
タＴ２は、そのベース側において、オーム抵抗Ｒ６を介して、例えばモノフロップとして
実施されたタイミング素子１９と接続されている。トランジスタＴ２は、ベース－エミッ
タ側において、さらなる抵抗Ｒ７にも接続されている。
【００２７】
　遮断器構成体５，６，８の開閉接点Ｃｎが開放された時点の後の期間（アーク時間間隔
）の間に既に、ほぼアーク電流に対応するスイッチング電流Ｉが、主電流路４から半導体
電子部品１０の転流路１６に転流し始める。アーク持続時間の間は、実質的にアーク電流
は、主電流路４、すなわち遮断器５，６，８を介した電流路と、転流路１６、すなわち半
導体電子部品１０を介した電流路とに分割される。蓄電部Ｃは、アーク時間間隔の間に充
電される。ここで、この持続時間は、一方では、半導体電子部品１０を確実に駆動させる
ために十分な電力、特に、アーク持続時間を表す時間の後の所定の期間内に半導体電子部
品１０の電源を停止するまでの十分な電力が利用可能なように設定されている。他方では
、この持続時間は十分に短いので、望ましくない遮断器構成体５，６，８の開閉接点Ｃｎ
の接点燃焼または接点損耗は回避される。
【００２８】
　アークの発生時、つまりアーク電圧の生成時には、第１の半導体スイッチ１０ａは、抵
抗Ｒを介して、少なくとも、キャパシタＣの十分な充電電圧および十分なアークまたは充
電電流を利用可能な程度までアクティブにされる。ここで、第１の半導体スイッチ１０ａ
が抵抗ＲおよびツェナーダイオードＤ３にこのように接続されていることにより、電子部
品１０の制御ループが形成される。また、カスコードタップ１７の電圧は、例えば、ＵＡ

ｂ＝１２Ｖ（ＤＣ）に設定される。これにより、ハイブリッド遮断装置１のアーク電流、
すなわち、スイッチング電流Ｉの一部が、正電位Ｕ＋に近い第１の半導体スイッチ１０ａ
を介して流れる。
【００２９】
　タップ電圧は、基本的に、トランジスタＴ１およびＴ２、並びに、タイミング素子１９
および蓄電部Ｃによって形成された電子部品１０の駆動回路に、電圧を供給するように機
能する。アノード側がカスコードタップ１７に接続され、カソード側がキャパシタＣに接
続されたダイオードＤ１は、充電電流が、キャパシタＣから転流路１６を介して電位Ｕ＿

の方向に逆流することを回避している。
【００３０】
　キャパシタＣ、つまり蓄電部に十分な電力が蓄積され、その結果、電圧タップ１８に、
十分に高い制御またはスイッチング電圧が存在するならば、トランジスタＴ１、続いてト
ランジスタＴ２はアクティブになり、その結果、両半導体スイッチ１０ａ，１０ｂもアク
ティブになる。このアクティブになった半導体スイッチ１０ａ，１０ｂの抵抗は、開放さ
れた遮断器構成体５，６，８によって形成される主電流路４の分離経路の非常に高い抵抗
よりも、かなり低いため、アークまたはスイッチング電流Ｉは、ほぼ転流路１６上だけを
流れる。従って、スイッチング電流Ｉが電子部品１０に転流すると、正電位Ｕ＋は、新た
に０Ｖに近づく。この後、アークは、遮断器構成体５，６，８の接点Ｃｎ間で消弧する。
【００３１】
　充電容量、つまりキャパシタＣに含まれる蓄電部の電力は、半導体電子部品１０が、タ
イミング素子１９によって予め定められた期間中にスイッチング電流Ｉを受け取るように
、割り当てられている。この期間は、例えば、３ｍｓに設定されていてよい。この期間の
割り当て、つまりタイミング素子１９の規定は、基本的に、アークを完全に消弧するとい
う用途に応じた期間または典型的な期間に対応しており、すなわち、その際に形成された
プラズマを十分に冷却することに応じた期間に設定されている。ここで、実際の手順は、
電子部品１０がオフ状態になった後、転流路１６は、再び高抵抗になり、その結果電流が
遮断された半導体電子部品１０により、消弧された元の遮断器構成体５，６，８には、新
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【００３２】
　タイミング素子１９によって規定された期間が経過すると、スイッチング電流Ｉは、ほ
ぼゼロ（Ｉ＝０Ａ）に低下するが、同時に、スイッチング電圧は、例えば、直流電流源Ｕ

ＤＣによって供給された動作電圧まで上昇する。従って、正電位Ｕ＋は動作電圧に近づき
、転流路１６は、半導体スイッチ１０の遮断により、高抵抗になり、電子部品１０は新た
に通電が遮断された状態になる。
【００３３】
　この時点で、主電流路４は、転流路１６が高抵抗になると同時に、電気的に開放される
ので、既に、直流電流源ＵＤＣと負荷３との間には、アークが存在しない直流遮断が形成
される。その結果、直流電流源と負荷３との間の接続は既に、確実に分離されている。負
荷３として、または、負荷３の代わりに、太陽光発電設備の電気装置、例えば、インバー
タを設けてもよい。
【符号の説明】
【００３４】
１　遮断装置／ハイブリッド遮断器
２　直流電流源
３　負荷／装置
４　主電流－／正極路
５　遮断器
６　遮断器
７　ラッチ
８　遮断器
９　逆電流路／負極路
１０　半導体電子部品
１０ａ　第１の半導体スイッチ
１０ｂ　第２の半導体スイッチ
１１　制御入力部
１２　作動器／作動装置
１３　駆動装置
１４　アーク故障モジュール
１５　電流センサ
１６　転流路
１７　カスコードタップ／中央タップ
１８　電圧タップ
１９　タイミング素子
Ａ１，Ａ２　出力／出力端子
Ｃｎ　開閉接点
Ｅ１，Ｅ２　入力／入力端子
Ｉ　電流
ＩＮ　定格電流
ＳＡ　制御信号／トリガー信号
ＵＤＣ　直流電圧
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【図３】
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